
今後の懇談会の進め方について（案）

〈当面のリスクコミュニケーションの推進策〉

〈今後の懇談会の議題〉

（１）リスクコミュニケーションの普及について

リスクコミュニケーションを普及するために必要な組織及び事業、不足している情

報の整備、などについて意見交換を行う。

【課題】・リスクコミュニケーションに必要な人材の確保

      ・化学物質のリスクに関する情報の整備

・中小企業におけるリスクコミュニケーションの推進

・身近な化学物質に関する情報の提供

（２）手引書の作成について

懇談会やモデルリスクコミュニケーションの内容をふまえて、事業者等が自主的に

リスクコミュニケーションを行う際に留意すべきこと等を具体的に記載した手引書

「化学物質のリスクコミュニケーションのすすめ（仮）」を作成する。

〈スケジュール〉

開催回 開催時期 議題（予定）

第 6回 平成 19年 8月 30 日
(1)モデルリスクコミュニケーションの総括

(2)今後の懇談会の進め方について

第 7回 平成 19年 11～12 月

第 8回 平成 20年 1～2月

(1)リスクコミュニケーションの普及について

(2)手引書の作成について

・ 懇談会の委員の任期は２年間であり、再任できることとなっている。

・ 現委員の任期は、平成 19年 10 月までである。

・ 現委員を再任し、現委員での懇談会を第 8回までを目途に開催したい。

手引書「化学物質のリスクコミュニケーションのすすめ（仮）」

・ ホームページで公開   ・事業者に配布

なごや化学物質リスクコミュニケーション懇談会

・第 8回までを目途に開催
・リスクコミュニケーションの普及について意見交換
・懇談会とモデル事業をとりまとめた手引書を作成

作成

反映

実施 連携

報告
モデルリスクコミュニケーション

・平成 19 年 7月に実施

講演会(平成 19 年度末頃)

・対象は事業者
・内容はリスクコミュニケーシ
ョンの普及啓発

なごや環境大学

組織 事業等
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